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Ⅳ．奈良県内市町村ヒヤリング調査 

１）災害の概要 

大型で動きが遅い台風 12 号（2011 年）に伴う降雨により、西日本から北日本の広い範囲

で総降雨量 1,000mm を超えた。特に台風の中心から東側に位置した紀伊半島では総降水量が

多いところで 1,800mm を超え、北海道から四国地方にかけての多くの地点で観測史上 1 位を

更新した５）６）。 

 台風 12 号により発生した土砂災害は、がけ崩れ 82 件、土石流等 92 件、地すべり 28 件の

計 202 件である。また、土砂災害により奈良県、和歌山県を中心として死者 41 人、行方不明

者 15 人、人家全壊 53 戸、半壊 29 戸、一部損壊 38 戸など甚大な被害が発生した(平成 23 年

11 月 2 日現在)７）。土砂災害の特徴は、奈良県や和歌山県などで複数の斜面崩壊や河道閉塞

が発生したこと、また広域で発生したそれらの崩壊土砂量は約 1 億㎥で、降雨による斜面崩

壊では戦後最大規模であることである８）。 

 

巻末 - 24



巻末- 25 
 

図-7 台風 12 号により発生した土砂災害の概要７） 

図-8 ヒヤリングを行った自治体の位置と台風 12 号に伴う豪雨による

奈良県・和歌山県・三重県での崩壊土砂量８） 

五條市 

十津川村 
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２）ヒヤリング結果 

危機管理担当者へのヒヤリング結果を箇条書きで示す。 

 

ハザードマップの作成・周知について 

・土砂災害ハザードマップ作成中で、まさにこれから住民に説明・配布する段階であったか

土砂災害ハザードマップは整備していない。 

 

 

気象情報の受信、内容について 

・気象台からの情報は体感とは異なる（例：大雨警報が発令されても雨が降っていない）と

感じた。また、過去に経験のない降雨量の予測の情報を受けたが、雨量と、それによって

起こるであろう現象のイメージができなかった。。役場から住民への広報は、気象台からの

気象警報・情報をその都度防災無線で連絡していた。土砂災害警戒情報メッシュデータや

そのスネークラインはこれまで注視してこなかったが、今回のデータをみると、有効であ

ることが理解できる。 

 

  

住民の避難について 

・これまでにも、住民に対しては「避難勧告・指示」という表現はせずに「自主避難」をよ

びかけるという形で運用してきていた。山間地域であり、河川の氾濫・土砂災害に対して

必ずしも安全といえる避難所がないというのが実態。住民は、各自に経験的に安全と思わ

れる場所に自主避難している。避難所がない地区もある。 

 

 

住民の避難行動 

・避難所に避難する人の順番は大体決まっている。各地域で、自主避難する目安（沢が濁っ

てきたなどの前兆現象）が言い伝えられている。  

・上流にダムがある地区では、住民はダムの放流量から河川の水位の変化を予想することが

できているため、ダム放流時には住民はほぼ適切に判断して自主避難する。 

・住民は、近くの集会所より少し遠くなってもシャワーなど設備が整っている施設に避難し   

た。 

 

 役所・役場の防災体制 

・市町村合併により、平地部の市街地と山間地の集落が混在することになった。平地部と山

間地とでは雨の降り方も異なり、山間地の地域のことを熟知している職員の行動により被

災を免れた住民は多い。 
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３）まとめ 

 

表-5 奈良県内市町村ヒヤリング調査のまとめ 

項目 現在の状況 今後の主な課題等 

事 前 の 対

応 

・山間地域の事情を熟知している職

員による対応。 

・ハザードマップ整備中、未整備か。

 

気 象 情 報

の活用 

・これまで注視してこなかったが、

土砂災害警戒情報、5km メッシュ補

足情報、およびスネークラインは

有効と考えられる。 

・各種気象情報の FAX が大量に送られ

てくるが、その対応のために人員を

配置できない。 

・人員配置から、気象情報や防災情報

提供システムを十分に活用できな

い。 

避 難 勧 告

等の発令 

・地区や職員の巡視による情報を重

視。 

・山間地であり必ずしも安全といえる

避難所がない。  

・避難所がない地区もある。 

自主避難 ・自主避難の呼びかけでほとんどの

住民は避難していた。 

・各地域で避難する目安の前兆現象

が言い伝えられている。 

・上流にダムがある地区では、住民

はダムの放流量により河川の水位

を予測できるので、放流時にはほ

ぼ適切に判断して自主避難する。 

・住民は設備が整っている避難所の

ほうに避難した。 

・住民は経験的に安全と思う場所に自

主避難した。 
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